
定時株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト
（https://www.kitakoudensha.co.jp）に掲載いたしますので、
ご出席の際はご確認ください。

※株主総会ご出席者へのお土産を取りやめさせていただいてお
ります。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

● 決議事項令和5年6月28日（水曜日）
午前10時

日時

札幌市中央区北11条西23丁目２番10号
株式会社北弘電社
本社  8階会議室
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証券コード 1734
令和５年６月12日

株 主 各 位
札幌市中央区北11条西23丁目２番10号
株 式 会 社 北 弘 電 社
代表取締役社長 髙 橋 龍 夫

第73回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第73回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.kitakoudensha.co.jp

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
札幌証券取引所ウェブサイト（上場会社関係サイト 上場会社一覧ページ）
https://www.sse.or.jp/listing/list
(上記の札証ウェブサイトにアクセスいただき、「建設業」「1734株式会社北弘
電社」の順にご選択いただき、「提出書類一覧」にある「株主総会招集通知等」欄よりご確
認ください)

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提
供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、令和５
年６月27日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具
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記
1． 日 時 令和５年６月28日（水曜日）午前10時
2． 場 所 札幌市中央区北11条西23丁目２番10号

株式会社北弘電社 本社 ８階会議室
3． 目 的 事 項

報 告 事 項 第73期（自令和４年４月１日 至令和５年３月31日）事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

以 上

◎株主総会ご出席者へのお土産を取りやめさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。
ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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事 業 報 告
（自令和４年４月１日 至令和５年３月31日）

1． 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

新型コロナウイルス感染症における行動制限の緩和などにより、景気は持ち直しております。一方でウク
ライナ情勢などの長期化に伴うエネルギー価格や原材料価格の高騰、急激な円安など、依然として先行きは
不透明な状況が続いております。また、民間設備投資の増加、観光、個人消費や雇用動向は持ち直しの動き
が見られるものの、公共工事の減少、生産活動に弱い動きが見られるなど、依然として不透明感が強く、今
後の経済活動を注視していく必要が生じております。
このような状況の中、当社は、大型太陽光設備等の大口案件の売上計上額の減少により、売上高は133億
1百万円で前年比20.7％の減収となりました。
しかしながら、売上高は減少したものの、損益につきましては、太陽光案件における工事損失引当金繰入
額の減少等により、損失額が大幅に減少し経常損失は20億64百万円で前年比5億24百万円の増益、当期純
損失は28億80百万円で前年比93百万円の減益となりました。
以上のような状況をうけまして、当事業年度におきましては、財務体質及び内部留保の改善、事業展開の
充実を図るために、誠に遺憾ながら配当を見送らせていただくことといたします。

部門別の状況は次のとおりであります。
【屋内配線工事】

大型太陽光発電設備等の大口案件の売上高減少により、売上高は72億53百万円となり、前年比42億7百
万円（36.7％）の減収となりました。

【電力関連工事】
地中線工事及び発変電工事の増加により、売上高は42億28百万円となり、前年比3億80百万円（9.9％）

の増収となりました。

【FA住宅環境設備機器】
ＦＡ・設備機器物件の増加により、売上高は12億29百万円となり、前年比2億12百万円（20.9％）の増

収となりました。

【産業設備機器】
設備機器物件の増加により、売上高は5億90百万円となり、前年比1億53百万円（35.0％）の増収となり

ました。
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部 門
前期（第72期） 当期（第73期）

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

工
事
部
門

千円 ％ 千円 ％
屋 内 配 線 工 事 11,461,831 68.4 7,253,907 54.5

電 力 関 連 工 事 3,847,946 23.0 4,228,066 31.8

小 計 15,309,778 91.3 11,481,973 86.3
商
品
販
売
部
門

FA 住 宅 環 境 設 備 機 器 1,016,870 6.1 1,229,219 9.2

産 業 設 備 機 器 437,528 2.6 590,607 4.4

小 計 1,454,399 8.7 1,819,827 13.7

合 計 16,764,177 100.0 13,301,801 100.0

（注）部門別の金額は千円未満を切り捨てし、合計値は全てを集計の後、千円未満を切り捨てております。

（2）設備投資等の状況
当期における重要な設備投資はありません。

（3）資金調達の状況
当事業年度中に、所要資金として、金融機関より短期借入金として5,100,000千円の調達を実施いたしま

した。
その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

（4）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（6）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
令和５年３月31日付で、大樹ソーラーファーム合同会社及びとかちソーラーファーム合同会社の全社員持

分を譲渡いたしました。
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（8）財産及び損益の状況の推移

期 別

区 分

第70期 第71期 第72期 第73期
平成31年４月から
令和２年３月まで

令和２年４月から
令和３年３月まで

令和３年４月から
令和４年３月まで

令和４年４月から
令和５年３月まで

受 注 高 (百万円) 13,118 19,737 10,404 12,926
売 上 高 (百万円) 15,565 10,042 16,764 13,301
経常利益又は
経常損失 (△ ) (百万円) 500 △816 △2,588 △2,064

当期純利益及び当期純損失(△) (百万円) 326 △3,270 △2,787 △2,880
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) (円) 518.29 △5,184.59 △4,419.92 △4,568.11
純 資 産 (百万円) 6,413 3,109 208 △2,638
総 資 産 (百万円) 10,006 10,412 9,186 7,415
（注） 第71期の数値は、過年度決算訂正後の数値を記載しております。

（9）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、景

気は緩やかに回復基調に復帰することが見込まれます。しかしながら、ロシア・ウクライナ情勢及び急激な
円安によるエネルギー価格の高騰、慢性的な労働者不足や建設資材価格の高騰による建設コストの上昇な
ど、当社を取り巻く経営環境は、従来にも増して厳しく不確実な状況にあります。
当社はこのような状況に対処するため、引き続き以下の項目について従来以上の強化・徹底に努めてまい

ります。

①働き方改革の推進
②適正な受注量と利益率の向上
③現場教育体制強化による若手技術者の早期育成
④コンプライアンスと安全確保への取り組みの徹底
⑤コア事業の維持推進と成長戦略の推進・実行
⑥パートナー企業との関係強化による施工体制の強化

また、第72期において、太陽光発電所建設工事及びその他の一部の案件において不適切な会計処理の疑義
が生じ、特別調査委員会の設置及び調査が行われた結果、過年度有価証券報告書等の一部訂正を行っており
ます。当社は、特別調査委員会の調査報告書による原因分析及び提言を真摯に受け止め、以下の再発防止策
を取締役会で決定し、施策の実行を継続しております。
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①大型案件等重要案件の管理強化
・現場代理人の補助者の設置をはじめ、管理職による現地へのより頻度の高い視察、工事部長による下請
業者との協議等、現場代理人への適切なサポートとフォローが可能な体制、当該案件を担う事業部だけ
でなく会社全体でサポートを行う体制を構築し、運用しております。

・大型案件、特殊案件に特化した、より水準の高い管理体制について定めた「大型案件等の管理に関する
管理規程」を制定し、厳格な運用を行っております。

②実行予算変更に関する仕組みの整備と教育
・実行予算の変更漏れを防止するため、変更の基準を明確化するなど、「受注工事管理規程」を改訂いた
しました。

・実行予算の変更漏れがあった場合、早期に発見するため、管理部門である経理業務部が主体となり、内
部牽制の仕組みを整備いたしました。

・一定期間にわたり収益を認識する工事における実行予算変更の要件、手順、変更の重要性、実行予算の
適時での確実な変更が与える影響及び具体的な見積りの考え方について、会計上の理解を深めるための
講習会を実施いたしました。

③管理部門及び取締役会によるリスク管理・モニタリングの強化
・管理部門が実行予算の管理について主体的に関与し、特に大型案件等重要案件に関しては、現場の状況
を直接的に把握するため、工事部門に定期的なヒアリングを実施する等のより深化した管理体制を構築
し、運用しております。

・工事原価の計上に関しては、予算の厳しい案件に関して、経理業務部が主体となり、複数の部門がその
正当性をチェックする仕組みを構築し、運用しております。

・内部監査部門において、内部監査実施時に大型案件等重要案件のフォロー体制、工事原価の正当性に関
する監査項目の充実を図るため、各部門の管理職へのヒアリングをスタートさせ、問題解決のため、監
査方法を一部見直したほか、監査項目も追加いたしました。

・取締役会や経営会議においては、監督機能を適切に発揮すべく大型案件等重要案件について、毎月のフ
ォローの実施と問題の有無に関わらず、進捗確認の継続的なヒアリング等によりモニタリングを強化す
るため、業務執行状況の報告を義務化し、活発な意見交換を行っております。

④契約に依拠したリスク管理
・重要案件に関連する契約については、弁護士等の専門家によるチェックを受けることを制定した「大型
案件等の管理に関する管理規程」内に規程化いたしました。

・元請業者との契約内容も踏まえて、下請業者との契約書の内容を確定し、契約履行中において実施内容
が変更になった場合の元請業者・下請業者との適切な交渉を可能にするための契約をすることによっ
て、リスクに対する備えの充実を図りました。

⑤意識改革と責任の明確化
・各階層の役割と責任を明確化するため、「大型案件等の管理に関する管理規程」を制定し、大型案件等
重要案件の主管部門を明確にしたことや、毎月開催の進捗フォロー会議並びに取締役会、経営会議での
進捗確認、業務執行状況の報告を徹底することにより、業務を安易に他人任せにせず、常に主体的に関
与をしていく意識が醸成されるよう図ってまいりました。

・工事原価付替は決して行ってはならないとの強いトップメッセージを発信した上で、工事案件がたとえ
赤字であっても原価の付替を絶対にやってはいけないとの教育を実施したことに加え、管理・監督者に
対しては、工事原価付替を含むコンプライアンスと会計上のルールに関して、部下への指導状況を確認
いたしました。
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なお、当事業年度末において2,638百万円の債務超過となりましたが、コア事業の収益性の維持・拡大、
更なるコスト圧縮等の収益力の改善や現在検討中である資本政策を早期に実施することにより、当該債務超
過を解消するよう努めてまいります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、改めて深くお詫び申しあげます。当
社では、再発防止策に最優先で取り組み、信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。

（10）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（11）主要な事業内容

部 門 主 要 製 品 ・ 事 業 内 容

工
事
部
門

屋 内 配 線 工 事 ビル・建築物の電気設備工事、上下水道・各種産業機械プラントの設備工
事、太陽光発電設備工事

電 力 関 連 工 事
送電線工事、地中送電線・地中配電線・地中通信線工事、
発・変電所の電気設備工事、建築物の空調自動制御システム工事、
情報通信ケーブル工事

商
品
販
売
部
門

FA住宅環境設備機器 標準機器製品、冷暖房設備、太陽光発電設備、ヒートポンプ、ビル電源機
器、電子機器等販売

産 業 設 備 機 器 電力設備機器、発電機車、情報通信システム、電線類及び管路材料等販売

（12）主要な事業所
名 称 所 在 地
本 社 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号

支 社 函館（函館市）、旭川（旭川市）、東京（東京都台東区）、
釧路（釧路市）、帯広（帯広市）、苫小牧（苫小牧市）

（13）従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 子 189名 5名減 44.6歳 16.5年
女 子 32名 １名減 43.7歳 13.6年
合 計 又 は 平 均 221名 ６名減 44.5歳 16.0年
（注） 上記には、嘱託社員25名を含みますが、使用人兼務取締役2名は含んでおりません。
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（14）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株式会社北洋銀行 4,400,000千円
株式会社三菱UFJ銀行 700,000千円

計 5,100,000千円

（15）その他会社の現況に関する重要な事項
【継続企業の前提に関する重要事象等】

当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事の工事コストの大幅な増加などによ
り、前事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上致しました。また、同案件のコ
スト増の影響により、当事業年度においても営業損失2,059,254千円、経常損失2,064,358千円、当期純損
失2,880,902千円を計上し、2,638,814千円の債務超過となりました。このため、当社の資金繰り計画に重
要な影響があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると
認められます。
当社は、当該状況を解消すべく、以下の対応策を実行し収益力の改善及び長期資金の確保に努めてまいる

所存であります。

① 収益力の改善
当社の損失計上の原因は、特定の太陽光発電所建設工事に関わる案件の工事コストの増加であり、当該案
件を除く他案件の収益性は引き続き維持していることから、当該案件のコスト増を抑制しつつ他案件で確実
に利益を確保することにより業績の回復を図ります。加えて、顧客・株主を含めた関係者・取引先との連携
を深め、そこから創出される新たな売上の拡大と利益の上積みによって更なる改善に向けて既存事業の強化
を図り、営業利益率５％台の確保と再生可能エネルギー事業の拡大と新たな営業地域の拡大を目指してまい
ります。

② 長期資金の確保
取引金融機関に対し適時に当社の経営状況及び財政状態を報告し、ご理解を得ることによって良好な関係

を維持し資金調達による長期資金の確保に引き続き努めてまいります。また、財政状態の改善を企図して、
連携強化を前提とした顧客・株主を含めた関係者との資本関係の増強、資金繰りへの協力、事業連携等の可
能性を検討していくこととしており、関係者に支援の要請を申し入れる等協議を進めてまいります。
しかしながら、上記対応策は実施途上であり、関係者との合意が得られておらず取引金融機関の融資の判

断も確定していないため、現時点においては継続企業の前提に関する不確実性が認められます。
なお、計算書類等は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を計算

書類等に反映しておりません。
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2． 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 2,280,000株
（2）発行済株式の総数 650,000株
（3）株 主 数 1,182名（前期末比27名増）
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

三 菱 電 機 株 式 会 社 173,600 27.52
Ｂ ｌ ａ ｃ ｋ Ｃ ｌ ｏ ｖ ｅ ｒ Ｌ ｉ ｍ ｉ ｔ ｅ ｄ 27,500 4.36

北 弘 電 社 従 業 員 持 株 会 26,390 4.18

株 式 会 社 北 洋 銀 行 14,500 2.29

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 12,000 1.90

株 式 会 社 月 寒 製 作 所 10,700 1.69

須 田 忠 雄 8,400 1.33

株 式 会 社 菱 弘 電 設 8,000 1.26

能 美 防 災 株 式 会 社 7,160 1.13

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・株式会社弘電社口） 7,000 1.10
（注） 当社は自己株式19,345株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率に

ついては、自己株式を控除して算出しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3． 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4． 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役（令和５年3月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 髙 橋 龍 夫
取 締 役 馬 渕 直 樹 ビジネス統括本部長
取 締 役 松 下 義 保 管理統括室長
取 締 役 宮 木 一 郎 三菱電機株式会社 北海道支社長

取 締 役 廣 部 眞 行 弁護士
イオン北海道株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 樋 口 博 之
監 査 役 桶 谷 治 弁護士
監 査 役 長 谷 政 記 三菱電機株式会社 関係会社部 経営企画担当部長

（注）1． 取締役 宮木一郎、廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
2． 監査役 樋口博之、桶谷 治、長谷政記の３氏は、社外監査役であります。
3． 取締役 廣部眞行氏、監査役 桶谷 治氏は、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。

4． 当事業年度中の監査役の異動
当事業年度中に辞任した監査役
（氏 名） （辞任時の地位及び担当及び重要な兼職の状況） （辞任年月日）
西 村 盛 監査役 三菱電機株式会社 関係会社部 経営企画担

当部長
令和４年６月29日

監査役 西村 盛氏は社外監査役でありました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしてお
ります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、全ての被保険者について、

その保険料を全額当社が負担しております。
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（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ．取締役の報酬等の額又はその決定方法に関する方針
当社は、取締役の報酬等の決定に関する方針を企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして
機能するよう定めており、その内容は基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金で構成しております。
決定方法は、報酬委員会において検討・起案、報酬委員会が代表取締役社長に答申し決定しておりま
す。

ロ．取締役の報酬等の算定方法（割合の決定を含む）に関する方針
取締役の基本報酬は、当社の事業規模や役職に応じた報酬水準、社員賃金とのバランス及び役職毎の
業績への貢献度を勘案し決定しております。
取締役の業績連動報酬は、会社業績（税引後利益等）並びに各取締役の業績への貢献度を勘案し、基
本報酬の15％を目安に決定し、通常の業績連動報酬で反映しきれない顕著な業績があった場合は更に基
本報酬の10％以内を限度に加算できることとしております。
取締役の退職慰労金は、「役員退任慰労金規程」に基づき、基本報酬、在任期間、業績への貢献度を
勘案して決定しております。

ハ．取締役の報酬等の支給時期又は条件に関する方針
取締役の報酬等は、年間額を12等分し、毎月の報酬として支給しております。

ニ．取締役の報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 髙橋龍夫に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しておりま
す。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が
最も適していると判断したためであります。

② 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役
員の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外
取締役）

33
（3）

33
（3）

－
（－）

－
（－）

6
（1）

監査役
（うち社外
監査役）

14
（14）

14
（14）

－
（－）

－
（－）

2
（2）

（注）1. 上記のうち、使用人兼務取締役に対する使用人給与及び賞与相当額は含まれておりません。
2. 取締役及び監査役の金銭報酬の額は、平成８年６月28日開催の第46回定時株主総会において、取締
役は年額１億５千万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役は年額３千万円
以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち、社外取締役は１
名）、監査役の員数は２名です。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
・取締役 宮木一郎氏は、三菱電機株式会社の北海道支社長であります。また、監査役 長谷政記氏
は、三菱電機株式会社の関係会社部経営企画担当部長であります。当社は、三菱電機株式会社の持分
法適用会社であります。
・取締役 廣部眞行氏は、イオン北海道株式会社の社外取締役であります。イオン北海道株式会社と当
社との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 宮 木 一 郎

当期開催の取締役会12回の全てに出席いたしました。
三菱電機株式会社北海道支社長としての豊富な経験・実績に基づき、取締
役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業経営、経営戦
略について専門性と知見を活かした監督、助言等を行うなど、社外取締役
に求められる役割・責務を十分に発揮しております。

社外取締役 廣 部 眞 行

当期開催の取締役会12回の全てに出席いたしました。
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識や他社での社外取締役の経験に基
づき、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に弁護士
としての専門的な立場から役員報酬の決定方針や内部通報制度をはじめと
するコンプライアンス対応について監督、助言等を行うなど、社外取締役
に求められる役割・責務を十分に発揮しております。

社外監査役 樋 口 博 之

当期開催の取締役会12回の全てに出席し、疑問点等を明らかにするため適
宜質問し、意見を述べております。また、当期開催の監査役会11回の全て
に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等
を行っております。

社外監査役 桶 谷 治

当期開催の取締役会12回の全てに出席し、取締役会の意思決定の適正性を
確保するため、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べてお
ります。また、当期開催の監査役会11回の全てに出席し、監査結果につい
ての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役 長 谷 政 記

令和４年6月の監査役就任以降、当期に開催された取締役会10回の全てに
出席し、取締役会の意思決定の適正性を確保するため、疑問点等を明らか
にするため適宜質問し、意見を述べております。また、当期開催の監査役
会7回の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要
事項の協議等を行っております。
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5． 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

監査法人銀河
（注）当社の会計監査人でありましたEY新日本有限責任監査法人は、令和４年６月29日開催の第72回定時株主総会終結の時をも

って退任いたしました。

（2）会計監査人の報酬等の額
① 当社が支払うべき報酬等の額 29,000千円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000千円
（注）1． 当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監

査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結
果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2． 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区
分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人

の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたし
ます。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
ます。
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6． 業務の適正を確保するための体制
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社の基本方針である「企業理念」「行動規範」のもと、取締役及び使用人が法令・定款及び社会倫理
を遵守するため、「コンプライアンス規程」により、運営管理強化を行う。

② コンプライアンス規程に則って設置した「コンプライアンス委員会」において、コンプライアンス上の
重要な問題等を審議し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施する。

③ 当社は、内部通報規程を制定し、当社における法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、
通報者が不利な取扱いを受けないように保護規定を設け適切に運用する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間、

保存及び管理を行う。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役会を原則毎月１回定時に開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催するものとし、取締役は、業
務の執行状況を定期的又は必要に応じて適宜報告する。

② 受注検討会を経て受注候補となった「大型案件」及び「特殊案件」に関しては、執行役員以上が出席す
る経営会議にて受注活動の有無を検討し、活動対象とした場合には、更に取締役会にて受注可否の判断
を行う。受注後は、案件毎に全社的なプロジェクトを設置し、リスクの適正な管理及び業務の円滑な運
営を図るため「大型案件等の管理に関する管理規程」を定め、規程に従ったリスク管理体制を構築して
いる。

③ 不測の事態が発生した場合には、取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損
害の拡大を防止する体制を整える。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を原則毎月１回定時に開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催するものとし、取締役は、業
務の執行状況を定期的又は必要に応じて適宜報告する。

② 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、法令、定款に定める事項及びその他業務執行に重要な事
項を決議し、また、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する。

③ 取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等において、それぞ
れの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。

（5）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
親会社及び子会社から成る企業集団がないため、該当事項なし。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置きませんが、監査役が要請を行った場合には、内部監査部門所属の

使用人に、監査業務に必要な事項を命令することができることとする。
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（7）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して取締役の指揮命令を受けないも
のとする。

② 当該使用人は当社の就業規則に従うが、当該使用人の指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動・
処遇（人事評価を含む）等の人事事項については監査役と事前協議の上、実施するものとする。

（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項につい
て、速やかに監査役に対し報告を行うものとする。

② 当社は、監査役への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないように保護規定を設け適切に運用する。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、必要に応じて会計監査人から会計監査の内容、内部監査部門から業務監査の内容について説
明を受けるとともに、情報の交換など連携を図るものとする。

② 監査役は、必要に応じ、弁護士等の外部専門家に助言等を求めることができ、その費用は会社が負担す
るものとする。

（10）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運

用状況の概要は以下のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率
性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外取締役及び社外監査役が出席の上、取締役会を12回開
催いたしました。また、監査役会は11回、経営会議は20回、コンプライアンス委員会は２回開催いた
しました。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他
の取締役、内部監査部門、会計監査人との間で意見交換を行い、情報交換等の連携を図っております。

③ 内部監査部門は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務監査及び内部統制監査を実施いたし
ました。

（11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けた体制として、「コンプライアンス規程」及び「反社会的勢力との関係

遮断に関する規則」を定め、それを基に総務部を事務局とする推進体制を構築し、反社会的勢力からの接触
及び不当要求に対して迅速に対応できる体制を整備して反社会的勢力との絶縁を実践しております。

7． 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定

めておりません。
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貸 借 対 照 表
（令和５年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
商 品
未 成 工 事 支 出 金
前 渡 金
前 払 費 用
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
従業員に対する長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
会 員 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

6,255,078
1,465,617
4,289,671
121,327
49,956
28,984
20,576
46,720
302,605
△70,383
1,160,276
802,431
403,195
9,320
20,175

0
14,617
335,788
19,334
52,096
18,162
33,831
102

305,748
246,089
18,942
2,547
710

466,864
27

7,340
15,542

△452,314

流 動 負 債
支 払 手 形
工 事 未 払 金
買 掛 金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 成 工 事 受 入 金
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金
工 事 補 償 損 失 引 当 金
損 害 賠 償 損 失 引 当 金
固 定 負 債
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
長 期 預 り 保 証 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金

9,384,896
515,254
523,619
896,536
5,100,000
23,381

1,047,517
18,549
11,855
401,115
15,968
23,968
92,073
343,065
34,453
337,537
669,273
35,091
24,878
10,777
583,726
14,800

負 債 合 計 10,054,169
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

△2,695,122
840,687
687,108
687,087

21
△4,192,781

77,935
△4,270,716
2,371,262
△6,641,978
△30,136
56,307
56,307

純 資 産 合 計 △2,638,814
資 産 合 計 7,415,354 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,415,354

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自令和４年４月１日 至令和５年３月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 11,481,973
商 品 売 上 高 1,819,827 13,301,801
売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 12,337,636
商 品 売 上 原 価 1,496,324 13,833,960
売 上 総 損 失
完 成 工 事 総 損 失 855,662
商 品 売 上 総 利 益 323,503 532,159
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,527,094
営 業 損 失 2,059,254
営 業 外 収 益
受 取 利 息 682
受 取 配 当 金 75,139
受 取 賃 貸 料 4,747
保 険 解 約 返 戻 金 2,890
雑 収 入 14,881 98,341
営 業 外 費 用
支 払 利 息 88,440
支 払 保 証 料 14,535
雑 支 出 469 103,446
経 常 損 失 2,064,358
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 30,165
そ の 他 の 関 係 会 社 有 価 証 券 売 却 益 248,365 278,530
特 別 損 失
過 年 度 決 算 訂 正 関 連 費 用 6,000
投 資 有 価 証 券 評 価 損 24,330
損 害 賠 償 損 失 1,071,958
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 833
固 定 資 産 売 却 損 3,853 1,106,976
税 引 前 当 期 純 損 失 2,892,805
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △11,902 △11,902
当 期 純 損 失 2,880,902

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（自令和４年４月１日 至令和５年３月31日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当 期 首 残 高 840,687 687,087 21 687,108 77,935 2,371,262 △3,761,076 △1,311,878

当 期 変 動 額
当 期 純 損 失 ( △ ) △2,880,902 △2,880,902
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － △2,880,902 △2,880,902

当 期 末 残 高 840,687 687,087 21 687,108 77,935 2,371,262 △6,641,978 △4,192,781

株 主 資 本
評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △30,136 185,780 22,355 22,355 208,135

当 期 変 動 額
当 期 純 損 失 ( △ ) △2,880,902 △2,880,902
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 33,951 33,951 33,951

当 期 変 動 額 合 計 － △2,880,902 33,951 33,951 △2,846,950

当 期 末 残 高 △30,136 △2,695,122 56,307 56,307 △2,638,814

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

1． 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2． 継続企業の前提に関する注記
当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事の工事コストの大幅な増加などによ
り、前事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上致しました。また、同案件の
コスト増の影響により、当事業年度においても営業損失2,059,254千円、経常損失2,064,358千円、当期
純損失2,880,902千円を計上し、2,638,814千円の債務超過となりました。このため、当社の資金繰り計
画に重要な影響があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し
ていると認められます。
当社は、当該状況を解消すべく、以下の対応策を実行し収益力の改善及び長期資金の確保に努めてまい
る所存であります。

(1) 収益力の改善
当社の損失計上の原因は、特定の太陽光発電所建設工事に関わる案件の工事コストの増加であり、当該
案件を除く他案件の収益性は引き続き維持していることから、当該案件のコスト増を抑制しつつ他案件で
確実に利益を確保することにより業績の回復を図ります。加えて、顧客・株主を含めた関係者・取引先と
の連携を深め、そこから創出される新たな売上の拡大と利益の上積みによって更なる改善に向けて既存事
業の強化を図り、営業利益率５％台の確保と再生可能エネルギー事業の拡大と新たな営業地域の拡大を目
指してまいります。

(2) 長期資金の確保
取引金融機関に対し適時に当社の経営状況及び財政状態を報告し、ご理解を得ることによって良好な関
係を維持し資金調達による長期資金の確保に引き続き努めてまいります。また、財政状態の改善を企図し
て、連携強化を前提とした顧客・株主を含めた関係者との資本関係の増強、資金繰りへの協力、事業連携
等の可能性を検討していくこととしており、関係者に支援の要請を申し入れる等協議を進めてまいりま
す。
しかしながら、上記対応策は実施途上であり、関係者との合意が得られておらず取引金融機関の融資の

判断も確定していないため、現時点においては継続企業の前提に関する不確実性が認められます。
なお、計算書類等は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を計
算書類等に反映しておりません。
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3． 重要な会計方針に係る事項
（1）有価証券の評価基準及び評価方法 ① その他有価証券

イ．市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
出しております。）

ロ．市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法 ① 商 品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）
② 未成工事支出金

個別法による原価法
（3）固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～50年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定

額法によっております。
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（4）引当金の計上基準 ① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。
③ 工事損失引当金

受注工事に係る将来の工事損失に備えるため、当事業年度末
において見込まれる未引渡工事の損失発生見込額を計上してお
ります。

④ 工事補償損失引当金
工事の完成に伴い、今後発生が予想される補償額について、

当事業年度末において見込まれる将来の損失発生見込額を計上
しております。

⑤ 損害賠償損失引当金
太陽光発電所建設工事の遅延に伴い、今後発生が予想される

補償額について、当事業年度末において見込まれる将来の賠償
発生見込額を計上しております。

⑥ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に基づく簡便

法により、自己都合の期末要支給額を計上しております。
⑦ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。
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（5）収益及び費用の計上基準 工事契約に係る収益は、一定の期間にわたり充足される履行
義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当
該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しています。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日ま
でに発生した工事原価が、工事原価総額に占める割合に基づい
て行っております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もること

ができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合
は、原価回収基準にて収益を認識しています。
工事代金の対価は、引き渡し後概ね３ヶ月以内に受領してお

り、重要な金融要素は含まれていません。
商品売上に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商品

を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品
を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲
得して充足されると判断し、引渡時点において、顧客が当該商
品に対する支配を獲得した段階で、履行義務が充足されると判
断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、商品の国
内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転され
る時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時に収益を認
識しております。
当社が代理人として関与したと判定される商品売上について

は、純額で収益を認識しております。
商品の対価は引渡後概ね３ヶ月以内に受領しており、重要な

金融要素は含まれていません。
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4． 会計上の見積りに関する注記
高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事における収益認識及び工事損失引当金

（1）当年度の計算書類に計上した金額
工事損失引当金 187,165千円
完成工事高 1,638,072千円
工事損失引当金戻入額（△） △651,696千円
完成工事総損失 2,669,630千円

（2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 計算書類に計上した金額の算出方法
高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事の完成工事高は、収益及び費用の計上基準に記載のとおり、工事
収益総額、工事原価総額及び発生した工事原価により履行義務の充足に係る工事進捗度を見積り、一定の
期間にわたり収益を認識しております。また、工事損失引当金は、工事原価総額等が工事収益総額を超過
すると見込まれる額のうち、既に計上された工事損益の額を控除した残額を同引当金として計上し、同引
当金期首残高との差額を工事損失引当金繰入額として計上しております。
② 計算書類上に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
工事進捗度は、主として工事原価総額の変化によって重要な影響を受けております。工事原価総額の見
積りにおける主要な仮定は、土木工事費用等を含む外注費と判断しております。
③ 翌年度の計算書類に与える影響
外注費は、気象条件や地理的要因、地中障害、工事従事者の不足等により変動し、不確実性を伴いま
す。外注費が変化した場合、工事原価総額が増減し、工事進捗度の変化を通じて完成工事高に影響しま
す。また、同様に工事損失引当金にも影響があります。
このように、外注費に伴う不確実性により、翌事業年度の収益認識及び工事損失引当金に重要な影響を
与える可能性があります。
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5． 貸借対照表に関する注記
（1）受取手形裏書譲渡高 92,027千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,645,152千円

（3）関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。
短期金銭債権 15,252千円
短期金銭債務 319,804千円

6． 損益計算書に関する注記
関係会社との取引は次のとおりであります。
営業取引による取引高
売上高 59,154千円
仕入高 876,993千円
販売費及び一般管理費 13,848千円
営業以外の取引による取引高
受取配当金 53,168千円
支払利息 998千円
支払保証料 14,535千円

7． 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 650,000株

（2）当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 19,345株

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額
該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
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8． 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）

退職給付引当金 177,511千円
貸倒引当金 158,952千円
工事損失引当金 104,326千円
減損損失 103,910千円
損害賠償損失引当金 102,645千円
賞与引当金 27,999千円
投資有価証券評価損 13,555千円
工事補償損失引当金 10,477千円
役員退任慰労引当金 4,500千円
一括償却資産 1,874千円
未払事業税 1,167千円
繰越欠損金 2,282,062千円
その他 2,930千円
繰延税金資産小計 2,991,913千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △2,282,062千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △709,850千円
評価性引当額小計 △2,991,913千円
繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 24,878千円
繰延税金負債合計 24,878千円
繰延税金負債の純額 24,878千円



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 26 ―

9． 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しており、資金不足が生じた場合は銀行からの借入
により資金を調達しております。
受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理の規程に沿ってリスク低減を図っ
ております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っていま
す。

（2）金融商品の時価等に関する事項
令和５年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等及び出資金等は、次表には含めておりません（(注)参照）。
また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形、工事未払金、買
掛金、短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており
ます。

（単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券

その他有価証券 224,418 224,418 －

(注) 市場価格のない株式等
(単位：千円)

貸借対照表計上額
非上場株式 40,613
出資金 2,547

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 224,418 － － 224,418

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

10． 退職給付に関する注記
（1）採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度並びに退職一時金制度を設けております。（簡便法）

（2）退職給付債務に関する事項（令和５年３月31日）
退職一時金
退職給付債務 583,726千円
（退職給付引当金）

（3）退職給付費用に関する事項
（自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日）
イ．退職一時金に係る退職給付費用（簡便法） 51,161千円
ロ．確定拠出年金への掛金支払額 21,880千円
退職給付費用計 73,041千円
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11． 持分法損益等に関する注記
（1）関連会社に対する投資の金額 －千円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 －千円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 24,071千円

12． 関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 資本金
（千円） 事業の内容

議決権等の
所有（被所
有)割合

関係内容
役員の
兼任等 事業上の関係

その他の
関係会社

三菱電機株式会社
（東京都千代田区）

175,820,770 電気機械器具
製造販売

被所有
直接 27.67％

転籍３名
同社従業
員兼任２
名

電気設備工事の受注並
びに商品の仕入
（販売代理店・特約店)

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

営業取引

商品の売上 4,893 売掛金 959
完成工事高 28,685 完成工事未収入金 363
商品の仕入
（外注費を含む) 946,762 買掛金 318,450
受取手数料
（商品売上原価) 69,768 その他流動資産 5,711

運賃保管料他 13,848 未払金 1,353

債務被保証 債務被保証額
支払保証料

1,400,000
14,535 ― ―

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
（1） 電気設備工事の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。
（2） 商品の仕入（仕入割戻を含む）及び販売、電気工事材料他の仕入は、市場価格を参考に交渉の上、決

定しております。
（3） 受取手数料及び運賃保管料他は、他の代理店と同様に、同社の定める料率によっております。
（4） 当社の金融機関からの借入れについて、債務保証を受けております。取引金額には、対象となる被債

務保証の事業年度末残高を記載しております。また、当社の信用力を勘案し、交渉の上決定した保証
料を支払っております。
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（2）兄弟会社等

属性 会社等の名称 資本金
（千円） 事業の内容

議決権等の
所有（被所
有)割合

関係内容
役員の
兼任等 事業上の関係

その他の
関係会社
の子会社

三菱電機住環境シ
ステムズ株式会社
（東京都台東区）

2,627,000 照明電材住宅設備機械販売 なし なし 商品の販売並びに
商品の仕入

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

営業取引
商品の売上 474 売掛金 275
商品の仕入 4 ― ―

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
商品の仕入（仕入割戻を含む）及び販売は、市場価格を参考に交渉の上、決定しております。

（3）関係会社

属性 会社等の名称 資本金
（千円） 事業の内容

議決権等の
所有（被所
有)割合

関係内容
役員の
兼任等 事業上の関係

関連会社
とかちソーラーフ
ァーム合同会社
（札幌市中央区）

15,000 電気設備工事 なし なし 電気設備工事の受注並
びに保守点検

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

営業取引 保守点検 17,380 ― ―
（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
保守点検の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。
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属性 会社等の名称 資本金
（千円） 事業の内容

議決権等の
所有（被所
有)割合

関係内容
役員の
兼任等 事業上の関係

関連会社
大樹ソーラーファ
ーム合同会社
（札幌市中央区）

9,000 電気設備工事 なし なし 電気設備工事の受注並
びに保守点検

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

営業取引 保守点検 8,195 ― ―

（注） 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
保守点検の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。

13. 収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

当社の官民別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる工事と商品販売との関連は次のとおりでありま
す。

（単位：千円）
報告セグメント

屋内配線工事 電力関連工事 ＦＡ住宅環境設
備機器 産業設備機器 計

官民別
官公庁 917,977 21,351 4,249 ― 943,577
民間 6,335,929 4,206,715 1,224,970 590,607 12,358,223

計 7,253,907 4,228,066 1,229,219 590,607 13,301,801
収益認識の時期
一時点で移転される財 828,574 627,880 1,217,661 590,607 3,264,724
一定期間にわたり移転
されるサービス 6,425,332 3,600,186 11,558 ― 10,037,077

計 7,253,907 4,228,066 1,229,219 590,607 13,301,801

（2）収益を理解するために基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項（5）収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

当事業年度における顧客との契約から計上された債権、契約資産及び契約負債の期首及び期末残高は
下記のとおりです。なお、貸借対照表上、債権及び契約資産を「受取手形・完成工事未収入金等」に、
契約負債は「未成工事受入金」及び「前受金」に含めております。
また、当事業年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた金額は42,812
千円であります。

（単位：千円）
当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,533,212
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,894,140
契約資産（期首残高） 1,696,182
契約資産（期末残高） 1,395,530
契約負債（期首残高） 49,659
契約負債（期末残高） 416,989

② 残存履行義務に配分した取引価格
当年度末現在における残存履行義務に配分された取引価格の総額は8,998,444千円であり、当社は、
当該残存履行義務について、履行義務の充足に連れて主に１年～３年の間で収益を認識することを見込
んでおります。

14． １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 △4,184円24銭
１株当たり当期純損失 4,568円11銭

15． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人監査報告書

独立監査人の監査報告書
令和５年５月25日

株式会社 北 弘 電 社
取 締 役 会 御中

監査法人 銀 河
北海道事務所

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 木 下 均
業務執行社員 公認会計士 弓 立 恵 亮

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社北弘電社の令和４年４月１日から令和５年３月31日

までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期

純損失を計上した。また、当事業年度においても営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、債務超過となった。このた
め、会社の資金繰り計画に重要な影響があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在
しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重
要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。計算書類等は継続企業を前提として作成されており、
このような重要な不確実性の影響は計算書類等に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの第73期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに取締役会その他重要な会議に出席し、取
締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、
当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事象については認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役
の職務の遂行についても、継続的に改善が図られているものと認めます。
なお、事業報告に記載されていますとおり、第72期において太陽光発電所建設工事等の不適切な会計処理の疑義が生

じ、特別調査委員会を設置し、調査が行われました。当社は、特別調査委員会の調査報告書による原因分析及び提言を真
摯に受け止め、再発防止策について検討を重ね、取締役会において大型案件等重要案件の管理強化、実行予算変更に関す
る仕組みの整備と教育、管理部門及び取締役会によるリスク管理・モニタリングの強化など再発防止策を決定いたしまし
た。当監査役会としましては、当該再発防止策が当社において確実に実行され、更なる改善が図られるよう、継続して監
視し、検証して参ります。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 監査法人銀河の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
なお、当社には「継続企業の前提」に注記がついております。

令和５年５月29日

株式会社 北 弘 電 社 監査役会
常勤監査役
（社外監査役） 樋 口 博 之 ㊞
監査役
（社外監査役） 桶 谷 治 ㊞
監査役
（社外監査役） 長 谷 政 記 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役５名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役５名（全員）の任期が満了いたします。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

髙
たか

橋
はし

龍
たつ

夫
お

（昭和39年６月1日）

昭和63年４月 三菱電機株式会社入社
平成23年４月 同社本社電力システム部長
平成26年４月 同社本社首都圏統括部電力システム

部長
平成27年４月 同社中部支社電力部長
平成29年４月 同社中部支社副支社長
平成30年４月 同社北海道支社長
平成30年６月 当社社外取締役
令和２年４月 多田電機株式会社取締役
令和４年４月 当社社長付
令和４年６月 当社代表取締役社長（現任）

0株

＜候補者とした理由＞
髙橋龍夫氏は、当社のその他の関係会社である三菱電機株式会社の北海道支社長等の要職を経
て、令和２年４月より多田電機株式会社の取締役を歴任し、令和４年６月より当社代表取締役社
長に就任しております。事業運営における幅広い知見や経営に関する豊富な経験・実績を有して
おり、当社の持続的な成長と企業価値の向上を図る観点から、当社の経営に対する意思決定や監
督を行う取締役として適任と判断しております。

２

馬
ま

渕
ぶち

直
なお

樹
き

（昭和38年４月７日）

昭和61年４月 北海道電力株式会社入社
平成21年４月 同社札幌統括電力センター砂川電力

センター所長
平成26年４月 同社工務部送電グループリーダー
平成29年４月 同社苫小牧統括電力センター所長
平成30年４月 当社電力事業本部長付
平成30年６月 当社取締役電力事業本部長
令和３年７月 当社取締役電力統括

兼経営戦略室副室長
令和４年４月 当社取締役ビジネス統括本部長

（現任）

1,300株

＜候補者とした理由＞
馬渕直樹氏は、当社の重要顧客である北海道電力株式会社の苫小牧統括電力センター所長等の要
職を経て、平成30年６月より当社取締役に就任し、現在、取締役ビジネス統括本部長を務めてお
ります。電力関連工事事業における幅広い知見に加え、豊富な経験・実績を有しており、当社の
持続的な成長と企業価値の向上を図る観点から、当社の経営に対する意思決定や監督を行う取締
役として適任と判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

３

松
まつ

下
した

義
よし

保
やす

（昭和36年５月６日）

昭和60年４月 三菱電機株式会社入社
平成26年４月 同社インフォメーションシステム統

括事業部総務部長
平成31年４月 菱栄テクニカ株式会社取締役

業務統括部長兼経営管理部長
令和４年４月 当社管理統括室長付
令和４年６月 当社取締役管理統括室長（現任）

0株

＜候補者とした理由＞
松下義保氏は、当社のその他の関係会社である三菱電機株式会社のインフォメーションシステム
統括事業部総務部長等を経て、平成31年４月より菱栄テクニカ株式会社の取締役を歴任し、令和
４年６月より当社取締役に就任し、現在、取締役管理統括室長を務めております。経営管理にお
ける幅広い知見に加え、豊富な経験・実績を有しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上
を図る観点から、当社の経営に対する意思決定や監督を行う取締役として適任と判断しておりま
す。

４

廣
ひろ

部
べ

眞
まさ

行
ゆき

（昭和31年３月３日）

昭和57年４月 東京地方検察庁検事
昭和58年４月 函館地方検察庁検事
昭和60年４月 甲府地方検察庁検事
昭和62年４月 東京地方検察庁検事
平成元年４月 札幌地方検察庁検事
平成４年４月 千葉地方検察庁検事
平成５年４月 弁護士登録（馬場正昭法律事務所

勤務）
平成６年４月 廣部眞行法律事務所開設
平成17年９月 廣部・八木法律事務所開設（現任）
平成28年５月 イオン北海道株式会社社外取締役

（現任）
令和２年６月 当社取締役（現任）

0株

＜候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
廣部眞行氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、他社での社外取締役
の経験をお持ちであり、特に法律の専門家として経営から独立した立場から当社の経営監督機能
の強化及び経営の透明性の向上に引き続き活かしていただけると期待しているため、社外取締役
候補者としております。また、同氏が選任された場合は引き続き報酬委員として当社の役員報酬
等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただく予定であります。なお、同氏は社外役
員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取
締役としての職務を遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

５

※
宮
みや

路
じ

憲
けん

輔
すけ

（昭和44年1月13日）

平成 3 年４月 三菱電機株式会社入社
平成31年４月 同社関西支社ビルシステム部長
令和 4 年４月 三菱電機ビルソリューションズ株式

会社出向 日本事業統括本部関越支
社長

令和 5 年４月 三菱電機株式会社北海道支社長（現
任）

0株

＜候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
宮路憲輔氏は、当社のその他の関係会社である三菱電機株式会社の北海道支社長を務めており、
同社で培われた幅広い知見に加え、豊富な経験・実績を有しており、特に企業経営、経営戦略等
の経営全般に関する経験・知見を引き続き活かしていただけると期待しているため、社外取締役
候補者としております。

（注）1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
3. 廣部眞行、宮路憲輔の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 廣部眞行氏は、現在当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会
終結の時をもって3年となります。

5. 宮路憲輔氏は、三菱電機株式会社の業務執行者であり、当社は同社の持分法適用会社であります。
6. 当社は廣部眞行氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しており、当社契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第
１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約
を継続する予定であります。また、宮路憲輔氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責
任限定契約を締結する予定であります。

7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の11頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が
承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

8. 廣部眞行氏は、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
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第２号議案 監査役１名選任の件
社外監査役長谷政記氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願
いするものであります。
また、監査役候補者の選任に当たっては、監査役会が選考に関与し、当社の監査役としての任を十分に期
待できるものと判断をしております。
本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴
（地位及び重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

長
は

谷
せ

政
まさ

記
き

（昭和45年４月20日）

平成５年４月 三菱電機株式会社入社
令和２年４月 同社関係会社部経営企画担当部長（現任）
令和４年６月 当社監査役（現任）

0株

＜候補者とした理由＞
長谷政記氏は、当社のその他の関係会社である三菱電機株式会社の関係会社部経営企画担当部長を務めてお
り、同社で培われた幅広い知見に加え、豊富な経験・実績を当社の監査体制に活かしていただけると判断
し、社外監査役候補者としております。

（注）1. 長谷政記氏は、社外監査役候補者であります。
2. 長谷政記氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 長谷政記氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限
定する契約を継続する予定です。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する
額といたします。

4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の11頁に記載のとおりです。長谷政記氏の選任が承
認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることになります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5. 長谷政記氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって１年となります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図
会 場 札幌市中央区北11条西23丁目２番10号

株式会社北弘電社 本社 ８階会議室
電話 011（640）2231

本年は株主総会ご出席者へのお土産を取りやめさせていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

交通機関
地下鉄東西線「二十四軒駅」下車 ５番出口より徒歩５分
会場には駐車場を用意してございませんので、公共交通機関等をご利用願います。


